
平成２７年第１回東海村議会定例会行政報告及び施政方針等 

 

  平成２７年３月２日 

おはようございます。 

 

平成２７年第１回東海村議会定例会の開会に当たり，行政報告等

を申し述べさせていただきます。 

 

先日，本村の名声を高め，多くの村民に明るい希望と感動を与え

てくれる，大変喜ばしい出来事がございました。 

村内在住の五十嵐
い が ら し

 裕
ゆ う

治
じ

 氏の，「本」をお題とした詠進歌が選歌

として選ばれ，今年１月皇居・宮殿で開かれた「歌会始の儀」におい

て披講されました。 

村では，この栄誉を称えまして，村民栄誉賞の表彰式を今月２７

日に行います。 
 

一方，未曾有の大災害となった東日本大震災から４年が経過しよ

うとしておりますが，被災地におきましては，いまだ大勢の方が避難

生活を余儀なくされております。皆様の一日も早い復興をお祈りいた

します。 

 本村においては，村民生活の安心安全の確保のため，インフラ

や公共施設の復旧，基幹避難所等の機能強化を図るなど，防災

対策を着実に推進してきたところであり，震災復旧事業は，平成 

２７年度には，ほぼ完了の見込みとなってまいりました。 

 



それでは，行政報告の案件を申し上げます。  

 

報告第１号から第３号までの寄附の受入れにつきましては，報

告第１号は，ふるさとづくり寄附金として，はやかわクリニック 早川
はやかわ

 

清一郎
せいいちろう

 氏から５０万円の寄附の申出が，報告第２号は，一般寄附

として，水戸ヤクルト販売株式会社 代表取締役社長 内藤
ないとう

 学
まなぶ

 

氏からシャフルボード９  １セット及び２万円の寄附の申出が，報告

第３号は，一般寄附として，山口
やまぐち

 やす 氏から硯
すずり

 ２２８点等の寄

附の申出があり，これらを受け入れましたので，議会に報告するも

のでございます。 

 

報告第４号 権利の放棄につきましては，「東海村と茨城県信

用保証協会との損失補償金寄託契約に基づく回収納付金を受け

取る権利の放棄に関する条例」第３条の規定により，求償権に係

る回収納付金を受け取る権利の一部を放棄したので，同条例第

４条の規定により，議会に報告するものでございます。 

 

以上で行政報告といたします。 



平成２７年第１回東海村議会定例会提出議案説明要旨 

 

平成２７年３月２日 

 

それでは，今回定例会に提出いたしました議案の概要につい

て，ご説明申し上げます。 

今回提出いたしました議案は，条例の制定４件，条例の改正９

件，条例の廃止２件，平成２６年度補正予算９件，平成２７年度予

算１２件，財産取得の変更１件，指定管理者の指定１件，公の施設

の広域利用に関する協議１件，村道路線の廃止１件の合計４０件

でございます。 

 

議案第１号 東海村行政組織の改編に伴う関係条例の整備に

関する条例につきましては，組織改編に伴い，事務分掌の変更な

ど，関係条例の一部を改正するものでございます。 

 

議案第２号 東海村行政手続条例の一部を改正する条例につ

きましては，「行政手続法の一部を改正する法律」の施行に伴い，

村が行う処分及び行政指導について，行政指導の中止等の求め

及び処分等の求めの手続を新設するほか，所要の改正を行うた

め，条例の一部を改正するものでございます。 

議案第３号 東海村職員の配偶者同行休業に関する条例につ

きましては，「地方公務員法の一部を改正する法律」の施行に伴

い，外国で勤務する配偶者と生活を共にすることを希望する職員

に対して休業を認める制度を設けるため，条例を制定するもので



ございます。 

 

議案第４号 東海村職員の給与に関する条例等の一部を改正

する条例につきましては，人事院勧告に伴い，給料表の改定など，

関係条例の一部を改正するものでございます。 

 

議案第５号 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一

部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理等に関する条例

につきましては，「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の

一部を改正する法律」の施行に伴い，教育長の身分が常勤の特

別職としての身分を有することになるなどのため，関係条例の一

部を改正するものでございます。 

 

議案第６号 東海村教育長の勤務時間その他の勤務条件及び

職務に専念する義務の特例に関する条例につきましては，「地方

教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律」

の施行に伴い，教育長の勤務時間その他の勤務条件等を定める

ため，条例を制定するものでございます。 

 

 

議案第７号及び議案第８号 「東海村立東海中学校建設基金

の設置，管理及び処分に関する条例を廃止する条例」及び「東海

村幼保連携施設建設基金の設置，管理及び処分に関する条例

を廃止する条例」につきましては，施設建設の完了に伴い，基金



の目的が達成したため，条例を廃止するものでございます。 

 

議案第９号 東海村青少年センター設置条例の一部を改正す

る条例につきましては，青少年センター運営協議会の設置を任

意とするため，条例の一部を改正するものでございます。 

 

議案第１０号 東海村介護保険条例の一部を改正する条例に

つきましては，「地域における医療及び介護の総合的な確保を推

進するための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係

政令の整備に関する政令」による「介護保険法施行令」の改正に

伴い，第１号被保険者の介護保険料の標準段階を６段階から９段

階とするなど，条例の一部を改正するものでございます。 

 

議案第１１号 東海村指定介護予防支援事業者の指定に関し

必要な事項並びに指定介護予防支援等の事業の人員及び運営

並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な

支援の方法に関する基準を定める条例につきましては，平成２５

年に公布された「地域の自主性及び自立性を高めるための改革

の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」，いわゆる

「第３次一括法」による改正後の「介護保険法」に基づき，指定介

護予防支援事業者の指定に関し必要な事項を定めるとともに，介

護予防のための効果的な支援の方法に関する基準などを定める

ため，条例を制定するものでございます。 

 



議案第１２号 東海村包括的支援事業の実施に関する基準を

定める条例につきましては，「第３次一括法」による改正後の「介護

保険法」に基づき，包括的支援事業の実施に関する基準を定め

るため，条例を制定するものでございます。 

 

議案第１３号 東海村指定地域密着型サービスの事業の人員，

設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条

例につきましては，「第３次一括法」による「介護保険法」の改正に

伴い，引用箇所を改正し，「介護保険法施行規則等の一部を改

正する省令」による「指定地域密着型サービスの事業の人員，設

備及び運営に関する基準」の改正を受け，当該条例に規定する

同基準等を改正するため，条例の一部を改正するものでございま

す。 

 

議案第１４号 東海村指定地域密着型介護予防サービスの事

業の人員，設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サー

ビスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

等を定める条例の一部を改正する条例につきましては，「第３次

一括法」による「介護保険法」の改正に伴い，引用箇所を改正し，

「介護保険法施行規則等の一部を改正する省令」による「指定地

域密着型介護予防サービスの事業の人員，設備及び運営並び

に指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効

果的な支援の方法に関する基準」の改正を受け，当該条例に規

定する同基準等を改正するため，条例の一部を改正するもので



ございます。 

 

議案第１５号 子ども・子育て支援法，就学前の子どもに関する

教育，保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正

する法律及び子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する

教育，保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正

する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に

伴う関係条例の整理に関する条例につきましては，いわゆる「子ど

も・子育て関連三法」の施行に伴い，保育の実施基準に係る条例

委任規定が削除されたことによる条例の廃止など，関係条例の一

部を改正するものでございます。 

 

議案第１６号 平成２６年度東海村一般会計補正予算第６号に

つきましては，予算総額から歳入歳出それぞれ６，６９４万２千円を

減額し，予算総額を２２６億３，３４１万２千円とするものでございま

す。 

補正の主な内容につきましては，総合福祉センター等の放射性 

物質防護対策工事及び社会福祉法人による保育所設置の整備

に伴う補助金の対応等のほか，事業費の確定に伴い，予算措置

を講じるものでございます。 

議案第１７号及び議案第１８号 平成２６年度東海村国民健康保

険事業特別会計補正予算第３号及び平成２６年度東海村後期高

齢者医療特別会計補正予算第３号につきましては，それぞれ予

算総額には変更がなく，債務負担行為の設定をするものでござい



ます。 

 

議案第１９号 平成２６年度東海村介護保険事業特別会計補正

予算第３号につきましては，保険事業勘定の予算総額に歳入歳

出それぞれ５４万３千円を追加し，予算総額を２６億９，３９６万１千

円とするものでございます。 

補正の主な内容につきましては，制度改正に伴い介護保険関

連システムの改修が生じたことなど，予算措置を講じるものでござ

います。 

 

議案第２０号から議案第２２号までの平成２６年度水戸・勝田都

市計画事業東海駅西土地区画整理事業特別会計補正予算第２

号，平成２６年度水戸・勝田都市計画事業東海駅東土地区画整

理事業特別会計補正予算第２号及び平成２６年度水戸・勝田都

市計画事業東海駅西第二土地区画整理事業特別会計補正予算

第３号につきましては，それぞれ予算総額には変更がなく，繰越

明許費の設定をするものでございます。 

 

議案第２３号 平成２６年度水戸・勝田都市計画事業東海中央

土地区画整理事業特別会計補正予算第２号につきましては，予

算総額から歳入歳出それぞれ１億３，１３６万６千円を減額し，予算

総額を９億１，１７３万２千円とするものでございます。 

補正の主な内容につきましては，交付金の減額に伴い，当初

予定していた工事等の一部を見送るためなど，予算措置を講じる



ものでございます。 

 

議案第２４号 平成２６年度水戸・勝田都市計画事業東海村公

共下水道事業特別会計補正予算第３号につきましては，予算総

額に歳入歳出それぞれ２，９５０万円を追加し，予算総額を１６億 

６，４３９万３千円とするものでございます。 

補正の主な内容につきましては，交付金の増額に伴う事業の前

倒し，災害復旧工事に係る経費等のほか，事業費の確定に伴い，

予算措置を講じるものでございます。 

 

次に議案第２５号から議案第３６号までは，平成２７年度東海村

一般会計予算及び特別会計予算並びに企業会計予算でござい

ます。 

これらにつきましては，先ほどの村政運営の基本方針等で申し

上げましたとおりでございますので，説明は省略させていただきま

す。 

 

議案第３７号 財産取得の変更につきましては，部原地区土地

利用推進事業用地の取得について，平成２５年第１回定例会以降，

５回の変更の議決をいただいたところですが，新たに道路等とし

て用地取得が整いましたので，買収価格を１億１，２４７万９，０４６円

に，買収総面積を５万４，４９０．６３平方メートルに変更するものでご

ざいます。 

 



議案第３８号 指定管理者の指定につきましては，白方学童ク

ラブの指定管理者の指定期間が満了することに伴い，新たな指

定管理者の指定について，地方自治法第２４４条の２第６項の規定

により，議会の議決を求めるものでございます。 

 

議案第３９号 公の施設の広域利用に関する協議につきまして

は，県央地域９市町村で締結している公の施設の広域利用に関

する協定に係る対象施設に「コミュニティセンター城里」が追加さ

れたことから，新たに協定を締結するため，地方自治法第２４４条

の３第３項の規定により，議会の議決を求めるものででございま

す。 

 

議案第４０号 村道路線の廃止につきましては，「とうかい村松

宿こども園」の整備に伴い，当該施設の敷地内にある村道路線を

廃止するため，道路法第１０条第１項及び第３項の規定により，議

会の議決を求めるものでございます。 

 

 

 

 

以上で提出いたしました議案について概要を申し上げましたが，

詳細につきましては，お手元の議案書等によりご審議のうえ適切

なる議決を賜りますようお願い申し上げます。 

また，今会期中に，条例の改正２件，補正予算１件，工事請負



契約の締結１件，工事請負契約締結事項中の変更３件，財産取

得１件，人事案件３件を追加提出いたしたく準備中でございます。 

後ほど提出いたしますのでよろしくお願いいたします。 

以上で提案理由の説明を終わらせていただきます。 


